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取引相場のない株式の評価方法
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株式の評価方法

 

類似業種
比準価額方式

同族株主

同族株主以外の
株主

純資産価額方式

上記の併用方式

配当還元価額
方式
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特定の評価会社

会社の区分 評価方式

清算中の会社

正常な営業活動を行っている状態にあることを前提とする類似業
種比準価額方式は、使用することは適当でない。

「比準要素数ゼロの会社」とは、直前期末を基とした場合の3つの
比準要素のすべてが0である会社をいう。

清算分配見込金額

開業前又は休業中の会社 純資産価額方式

開業後３年未満の会社

or

比準要素数ゼロの会社

純資産価額方式

（少数株主は配当還元）

土地保有特定会社
課税時期における評価会社の総資産に占める土地等の保有割合が、
70%又90%以上の会社をいう。

純資産価額方式

（少数株主は配当還元）

株式保有特定会社
課税時期における評価会社の総資産に占める株式等の保有割合が
50%以上である会社をいう。

純資産価額方式

or

Ｓ１+Ｓ2方式

（少数株主は配当還元）

比準要素数１の会社

直前期末を基とした場合の3つの比準要素のうち、いずれか2が0
であり、かつ、直前々期末を基とした場合の3要素についてもいす
れか2以上が0である会社をいう。休業中の会社や清算中の会社と
比較すると、事業を継続しており、その株価にある程度収益性を
考慮することにも合理性があると考えられるため、類似業種比準
価額（割合0.25）との併用方式も認めている。

純資産価額方式

or

類似併用（Ｌ＝0.25）

（少数株主は配当還元）

判定順序
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会社規模判定
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会社規模判定
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評価方法

会社規模 評価方法

大会社 類似業種比準価額×100% 又は 純資産価額

中会社

大 類似業種比準価額×90%   ＋純資産価額×10% 又は 純資産価額

中 類似業種比準価額×75%   ＋純資産価額×25% 又は 純資産価額

小 類似業種比準価額×60%   ＋純資産価額×40% 又は 純資産価額

小会社 類似業種比準価額×50%   ＋純資産価額×50% 又は 純資産価額
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計算方法
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会社規模区分の変更
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会社規模判定
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■ 会社規模判定

１．総資産と従業員数のいずれか小さい区分
２．１．と取引金額（売上高）のいずれか大きい区分

総資産と従業員数は大きくすることは難しい
売上高は業種によっては上がる可能性あり
 
例）建設業関係や不動産業

会社規模判定



Leding all right reserved

無断転載を禁ずる
11

■ 会社規模判定（総資産）

合併
総資産価額が大きくなる可能性あり

→ 課税時期の直前事業年度中に合併をしている場合、課税上弊害がない限り、合併
後の評価会社の直前期末における総資産価額（帳簿価額）により判断する

（評基通1(3)、5、6）

株式交換
総資産価額が大きくなる可能性あり

→ 子会社の純資産相当額が親会社において子会社株式として計上

・・・しかし、従業員数を増やすことは困難。

組織再編による影響
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株式交換

100%

Ａ株式会社 
ａ事業 

Ｂ株式会社 
ｂ事業 

Ｂ株式会社 Ａ株式会社 

Ａ社株主 

12

Ｂ社株主 Ａ社株主 
Ａ社株主 

（旧Ｂ社株主） 

B社株式

A社株式
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B社 貸借対照表

資産の部 合計
16億

純資産の部 合計
10億

資本金 1,000万
利益剰余金  9.9億

負債の部 合計
6億

■A社
会計処理（計規39②）

子会社株式 10億 ／ 資本準備金 10億※
                 →その他資本剰余金

（無償減資）

※株式交換契約において定められた金額（資本金、資本準備金に任意に配分）

税務処理（法令119①十イ,法令8①十）

子会社株式 1,000万 ／ 資本等の額  1,000万

※株式交換完全子法人株主が50人未満の場合、その株主の取得価額（株式交
換完全子法人の株式を株式移転直前の税務上の帳簿価額）で引き継ぐ
（参考）50人以上の場合には、株式交換完全子法人の簿価純資産価額

■B社
会計・税務処理

なし
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非経常的な利益金額とは
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１株当たりの年利益金額
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■ 非経常的な利益金額

→ 固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を記載。
→ 経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、事業の内容、その利益の発生
原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別判定。

⇒ 非経常的な利益の金額は、非経常的な損失の金額を控除した金額。
⇒ 負数の場合にはマイナスとせずにゼロとなる。

比準要素数１の会社
→  課税所得が出ている（税引前利益が出ている）から安心？

⇒ 非経常的な利益（特別利益や営業外収益）によってプラスになっていないか。
⇒ 営業利益がプラスになっているか。

 

非経常的な利益金額とは
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Q．類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、評価会社の「1株当たりの利益金額Ⓒ」
の計算上、法人税の課税所得金額から固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金
額を除外することとされていますが、固定資産の譲渡が期中に数回あり、個々の譲渡に売却益と
売却損があるときは、どのようにするのでしょうか。

A．個々の譲渡の損益を通算し、利益の金額があれば除外することとなります。

(理由)
  「1株当たりの利益金額Ⓒ」の計算の際に、非経常的な利益の金額を除外することとしているの

は、評価会社に臨時偶発的に生じた収益力を排除し、評価会社の営む事業に基づく経常的な
収益力を株式の価額に反映させるためです。この場合の非経常的な利益とは、臨時偶発的に生
じた個々の利益の総体を指しています。
したがって、照会の場合には、個々の譲渡の損益を通算し、利益の金額があればこれを除外する

ことになります。

【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)

固定資産の譲渡が数回ある場合

（国税庁：質疑応答事例）
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Q．類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、「1株当たりの利益金額Ⓒ」の計算上、
課税時期の直前期以前の相当の期間にわたり継続して評価会社に有価証券売却益があるとき
は、その有価証券売却益は、非経常的な利益の金額に該当しないのでしょうか。

A．「1株当たりの利益金額Ⓒ」の計算に際し、ある利益が、経常的な利益又は非経常的な利益
のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行
為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判定します。

【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)

継続的に有価証券売却益がある場合

（国税庁：質疑応答事例）
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Q．類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、種類の異なる非経常的な損益がある場
合(例えば、固定資産売却損と保険差益がある場合等)には、これらを通算した上で「1株当たりの
利益金額Ⓒ」を算定するのでしょうか。

A．種類の異なる非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算することとなります。

(理由)
 「1株当たりの利益金額Ⓒ」を算定する際に除外する非経常的な利益とは、課税時期の直前

期末以前1年間における利益のうちの非経常的な利益の総体をいいます。したがって、種類の異な
る非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算し、利益の金額があればこれを除外します。

【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)

種類の異なる非経常的な損益がある場合

（国税庁：質疑応答事例）
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比準要素数１の会社
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特定の評価会社株式（比準要素数１の会社）
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特定の評価会社株式（比準要素数１の会社）

比準要素数1の会社（評通189(1)）
意義：直前期末の比準3要素（B,C,D）のうち、いずれか2つがゼロ(0)であり、かつ、直前々期末の

 比準3要素のうち、いずれか2つ以上（2つ又は3つ）がゼロ(0)である会社

B：1株当たりの配当金額

配当 利益 純資産 配当 利益 純資産 →　2期平均

B1 C1 D1 B2 C2 D2

＋ 0 0 ＋ 0 0 C：1株当たりの利益金額

0 ＋ 0 0 ＋ 0 →　単年度　or　2期平均のうち有利選択

0 0 ＋ 0 0 ＋

0 0 0 D：1株当たりの純資産額

→　単年度のみ（2期平均なし）

原則： 相続税評価ベースの純資産価額

特例： 類似業種比準価額×0.25　＋　純資産価額×0.75

直前期 直前々期

かつ

2/3 が　0（ゼロ） 2/3 又は 3/3 が　0（ゼロ）
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Q．「比準要素数1の会社」の判定を行う場合、「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金
額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」が少額のため、評価明細
書の記載に当たって0円となる場合には、配当金額、利益金額及び純資産価額の要素は0とする
のでしょうか。

A．端数処理を行って0円となる場合には、その要素は0とします。
なお、端数処理は、「取引相場のない様式（出資）の評価明細書」の「第4表 類似業種比

準価額等の計算明細書」の各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載することにより行います。

【関係法令通達】
財産評価基本通達189(1)
平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価

明細書の様式及び記載方法等について」通達 第4表1

「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
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「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
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配当による回避

「配当」により比準要素数1を回避する場合
→ 配当は２年平均

１．１年のみで回避する場合
⇒ 資本金等÷50円×0.1（端数の処理の関係）×2年

例）資本金等が1,000万円の場合
⇒ 10,000,000円÷50円×0.1×2年＝40,000円

２．２年（毎期）で回避する場合
⇒ 資本金等÷50円×0.1（端数の処理の関係）

例）資本金等が1,000万円の場合
⇒ 10,000,000円÷50円×＝20,000円
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税大論叢（比準要素数１の会社）
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第４章 具体的な事例への当てはめ

これまでの検討で、株式評価額引下げ事案に関しては、その内容により、相続税法64 条及び
評価通達６項のいずれの適用の余地もあることを明らかにしてきたが、ここでは、具体的な事例に
当てはめて両者の適用を比較してみたい。
なお、以下に掲げる事例は、すべて株式評価額の引下げのために行われたものであり、株式評価

額の引下げ以外に合理的な理由がないものとする。

１．同族会社等を利用したケース
（２）具体例その２－「比準要素数１の会社の株式」回避（評価方式変更型）

ここでは、会社規模としては大会社に該当するが、現状では「比準要素数１の会社の株式」に
該当してしまうため、今まで一度も配当を行ったことのない同族会社が、直前期のみⒷ（１株当た
りの配当金額）の金額がぎりぎりゼロとならない程度の配当を行った上で、その翌期に贈与を行っ
たケースを想定する。
これは、「比準要素数１の会社の株式」に該当した場合、純資産価額方式により評価（Ｌの

割合を0.25 とする類似業種比準方式との併用方式の選択可）することになるため、これを回避
するものである。

税大論叢（比準要素数１の会社）
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イ 相続税法64 条１項の適用

(ｲ) 検討
相続税法64 条１項の適用要件に当てはめてみると、まず、①「対象となる法人は、同族会社等で
あること」については問題ない。また、②「対象となる行為・計算は、同族会社等の行為・計算であるこ
と」については、剰余金の配当は同族会社等の行為であることから、これについても問題はない。次に
、③「当該行為等を容認した場合、『同族会社等株主等』の相続税等の負担を減少させる結果とな
ること」については、これを容認した場合、贈与財産である同族会社等の株式の評価額が引き下げら
れ、これにより、「同族会社等株主等」の贈与税の負担を減少させる結果となると認められることから、
これについても問題はない。最後に、④「その税負担の減少が不当と認められること」については、当該
配当行為が、過去の配当実績や当該会社の財務状況等から、経済合理性のない行為などと認めら
れる場合には、相続税法64 条１項の適用の余地があるものと考えられる。

(ﾛ) 株式の評価
相続税法64 条１項による否認の場合には、行為等そのものを否認することになるが、この場合には
、「比準要素数１の会社の株式」を回避することのみが目的で行われたものであるから、類似業種比
準方式を適用せずに、「比準要素数１の会社の株式」として評価することになるものと考える。

税大論叢（比準要素数１の会社）
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ロ 評価通達６項の適用

(ｲ) 検討
本件の場合は、直前期のみ行われた配当が、「比準要素数１の会社の株式」を回避することのみが
目的で行われたものであり、このような評価通達の定めを回避することのみを目的として行われた場合
には、評価通達を適用する前提が崩れているものと考えられ、このような場合にまで評価通達をそのま
ま適用すると、実質的な租税負担の公平を著しく害するものと認められるとすれば、これが「特別の事
情」に当たり、評価通達６項の適用の余地があるものと考える。

(ﾛ) 株式の評価
評価通達６項による否認の場合には、贈与前に配当が行われている現況を所与として、原則として
、評価通達以外の評価方法により評価することになる。

税大論叢（比準要素数１の会社）
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課税時期が期末に近い場合
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Q．類似業種比準方式によるときには、課税時期が直前期末よりも直後期末に近い場合であっ
ても、直前期末の比準数値によって評価するのでしょうか。

A．直前期末の比準数値によります。

(理由)
 類似業種比準価額を算定する場合の比準数値について、財産評価基本通達183(評価会社

の1株当たりの配当金額等の計算)のとおり定めているのは、財産の価額は課税時期における時価
による(相法22)と規定されていることを前提として、標本会社と評価会社の比準要素をできる限り
同一の基準で算定することが、より適正な比準価額の算定を可能にすると考えられることのほか、
課税時期後における影響要因を排除することをも考慮したものといえますから、仮に直後期末の方
が課税時期に近い場合であっても、直前期末の比準数値によることになります。

【関係法令通達】
財産評価基本通達183

類似業種比準価額の考え方

（国税庁：質疑応答事例）
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１株当たりの純資産価額（相続税評価額）の計算は、課税時期における各資産及び各負債の金額によるこ
ととしていますが、評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、課税時期における資産及び負債の
金額が明確でない場合において、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないた
め評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、課税時期における各資産及び各負債の金額は、次により計
算しても差し支えありません。このように計算した場合には、第２表の「⒉ 株式等保有特定会社」欄及び「⒊ 土
地保有特定会社」欄の判定における総資産価額等についても、同様に取り扱われることになりますので、これらの
特定の評価会社の判定時期と純資産価額及び株式等保有特定会社のＳ2の計算時期は同一となります。

イ 「相続税評価額」欄については、直前期末の資産及び負債の課税時期の相続税評価額
ロ 「帳簿価額」欄については、直前期末の資産及び負債の帳簿価額

(注)１．イ及びロの場合において、帳簿に負債としての記載がない場合であっても、次の金額は、負債として取り
扱うことに留意してください。
⑴ 未納公租公課、未払利息等の金額
⑵ 直前期末日以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税の税額のうち、未払いとなっている金額
⑶ 直前期末日後から課税時期までに確定した剰余金の配当等の金額
⑷ 被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準
ずる給与の金額（ただし、経過措置適用後の退職給与引当金の取崩しにより支給されるものは除きます。）
２．被相続人の死亡により評価会社が生命保険金を取得する場合には、その生命保険金請求権（未収保険
金）の金額を「資産の部」の「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載します。

純資産価額の考え方

（国税庁：取引相場のない株式（出資）の評価明細書 記載方法等）
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Q．1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、
被相続人の死亡を保険事故として評価会社が受け取った生命保険金は、評価会社の
資産に計上するのでしょうか。
また、生命保険金から被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その死亡退

職金の額を負債に計上してよろしいですか。

A．受け取った生命保険金の額を生命保険金請求権として資産に計上します。なお、そ
の保険料(掛金)が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外します。
また、支払った死亡退職金の額及び保険差益に対する法人税額等を負債に計上しま

す。

評価会社が受け取った生命保険金の取扱い

（国税庁：質疑応答事例）
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(理由)
1 被相続人の死亡を保険事故として、評価会社が受け取った生命保険金は、保険事故の発生によりその請
求権が具体的に確定するものですから、生命保険金請求権として資産に計上することになります(「取引相場
のない株式（出資）の評価明細書」の「第5表 1株当たりの純資産価額（相続税評価額）の計算明細
書」の記載に当たっては、「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄のいずれにも記載します。)。この場合、その
保険料が資産に計上されているときは、その金額を資産から除外します。
また、その生命保険金を原資として被相続人に係る死亡退職金を支払った場合には、その支払退職金の額

を負債に計上するとともに、支払退職金を控除した後の保険差益について課されることとなる法人税額等につ
いても負債に計上します。

2 なお、評価会社が仮決算を行っていないため、課税時期の直前期末における資産及び負債を基として1株
当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合における保険差益に対応する法
人税額等は、この保険差益によって課税所得金額が算出される場合のその課税所得の37％相当額によって
差し支えありません。

【関係法令通達】
財産評価基本通達185、186、186-2
平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様

式及び記載方法等について」通達 第5表2(4)

評価会社が受け取った生命保険金の取扱い

（国税庁：質疑応答事例）
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Q．欠損法人である評価会社が被相続人を被保険者として保険料を負担していた生
命保険契約について、被相続人の死亡により生命保険金を受け取った場合には、この
生命保険金に係る保険差益について課されることとなる法人税額等は、どのように計算
するのでしょうか。

A．保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算します。

【関係法令通達】
財産評価基本通達186

欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等

（国税庁：質疑応答事例）
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特別償却がある場合
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■ 税額控除 or  特別償却

税額控除
→ 取得価額×●％を法人税等から控除
⇒ キャッシュが減少して法人税等の節税可能

特別償却
→ 取得価額×●％を損金算入
⇒ 多額の減価償却費を初年度に計上することができる
⇒ 節税にはならないが早期に資金の回収が可能

税額控除か特別償却か？
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類似業種比準価額

類似業種比準価額計算上は？
→ 非経常的な損失となる（販管費に入っていて気が付かなくてもOK）
⇒ 課税所得の圧縮により、類似業種比準価額の引き下げが可能
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■ 純資産価額計算上は？

帳簿価額
→ 課税時期における法人税法上の帳簿価額を記載
⇒ 特別償却実施後は特別償却後の簿価を記載

相続税評価額
→ 課税時期における特別償却前（通常の減価償却後）の金額を記載
⇒ 特別償却を実施しなかったものとして記載

法人税等相当額（37%）を控除可能

純資産価額
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課税時期前３年以内に取得した
土地等及び建物等の
取得等の日の判定
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評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利（以下
「土地等」という。）並びに家屋及びその附属設備又は構築物（以下「家屋等」という。）の価額
は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又
は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合
には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。（評価通達185括
弧書）。

→ ３年以内取得の判定は、評価会社の決算日等は関係なく、課税時期から3年以内

例）9月決算法人
課税時期：令和6年10月8日

令和3年10月8日から令和6年10月8日までに取得したものが対象
3年経過した場合、純資産価額の引き下げが可能となる

 「取得」には、土地や家屋を交換、買換え、現物出資、合併等により取得する場合も含む

純資産価額
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Q．「１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）」の計算に当たり、３年
以内に取得又は新築した土地等及び家屋等については、相続税評価額によらず通常の取引価
額により評価することとなるが、直前期末の資産及び負債に基づいて評価会社の純資産価額を計
算する場合において、土地等及び家屋等が３年以内に取得したものかどうかは、いつ（直前期末
又は課税時期）を基準に判定するのか。

A．評価会社の有する土地等及び家屋等が３年以内に取得したものかどうかは、直前期末の資
産等を基に評価する場合であっても、課税時期から遡って判定する。

課税時期３年以内に取得した土地等及び家屋等の判定期間

（令和３年８月資産税審理研修資料）
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【理由】
評基通１８５《純資産価額》に定める「１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算

した金額）」の計算において、評価会社が課税時期前３年以内に取得等した土地等及び家屋等
の価額は、相続税評価額によらず課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価
することとされている。

ところで、「１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）」を求める場合には、
課税時期現在における評価会社の資産及び負債に基づき計算するのを原則としているが、直前期
末から課税時期までの間に資産及び負債の金額について著しく増減がないと認められる場合には、
直前期末の資産及び負債を基として評価して差し支えないこととしている。

このような取扱いは、課税時期における仮決算を組むのが煩雑であるため、課税上弊害がない範
囲で、直前期末の資産等を課税時期現在の資産等に置き換えることを認めたものであって、直前期
末を課税時期とみなすものではない。

したがって、評価会社の有する土地等及び家屋等が３年以内に取得したものかどうかは、直前期
末の資産等を基に評価する場合であっても、課税時期から遡って判定することとなる。

【関係法令通達】
評基通１８５、平成２年１２月２７日付直評２３ほか１課共同「相続税及び贈与税におけ

る取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達 第５表２（４）

課税時期３年以内に取得した土地等及び家屋等の判定期間

（令和３年８月資産税審理研修資料）
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Q．甲社（評価会社）は、課税時期前３年以内に取得した家屋及びその敷地を所有している
が、当該家屋を取得後に賃貸の用に供している。

この甲社の株式の「１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）」の計
算上、当該貸家及び貸家建付地をどのように評価するのか。

A．甲社株式の「１株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）」の計算に
おいて、課税時期前３年以内に取得した家屋及びその敷地を取得後、貸家として利用した場合
の価額は、当該家屋及びその敷地の貸家及び貸家建付地としての通常の取引価額に相当する
金額により評価する。

本事例のように取得時の利用区分（自用の家屋、自用地）と課税時期の利用区分（貸家、
貸家建付地）が異なり、貸家及び貸家建付地としての通常の取引価額を求めることが困難な場
合は、当該家屋及びその敷地が自用の家屋及び自用地であるとした場合の課税時期における通
常の取引価額に評基通９３《貸家の評価》及び同２６《貸家建付地の評価》に定める算式を適
用して評価して差し支えない。

課税時期前３年以内に取得した貸家及び貸家建付地の評価

（令和３年８月資産税審理研修資料）
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【理由】
評基通１８５《純資産価額》括弧書きにおいて、評価会社が課税時期前３年以内に取得又は

新築した土地等及び家屋等の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額により評
価する旨が定められているが、これは、課税時期の直前に取得し、「時価」が明らかになっている土地
等及び家屋等について、わざわざ路線価等によって評価替えを行うことは、「時価」の算定上、適切で
ないと考えられることなどによるものである。

したがって、本事例のように、土地、家屋の取得（新築）後、家屋を賃貸の用に供したため、取
得時の利用区分（自用の家屋、自用地）と課税時期の利用区分（貸家、貸家建付地）が異な
ることとなり、その取得価額等から、課税時期における通常の取引価額を算定することが困難である
貸家及び貸家建付地の価額については、まず、その貸家及び貸家建付地が自用の家屋及び自用
地であるとした場合の課税時期における通常の取引価額を求め、次に同価額に評基通９３及び同
２６の定めを適用して減額して差し支えない。

【関係法令通達】
評基通２６、９３、１８５

課税時期前３年以内に取得した貸家及び貸家建付地の評価

（令和３年８月資産税審理研修資料）
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子会社株式がある場合
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100%

ホールディングス 

Ａ社 

株主 

継続的な配当金

事業会社
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子会社の株価留意点

類似業種比準価額計算上は？
→ 多額の配当により比準要素のうち配当金額が上昇
⇒ 類似業種比準価額が高額になり、株価上昇
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親会社の株価留意点

類似業種比準価額計算上は？
→ 多額の配当により比準要素のうち利益金額が上昇
⇒ 類似業種比準価額が上昇

純資産価額計算上は？
→ 配当により現金が増加
⇒ 純資産価額も上昇
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Q．自己株式を取得することにより、その株式を譲渡した法人に法人税法第24条第1項の規定
により配当等とみなされる部分（みなし配当）の金額が生じた場合、類似業種比準方式により
株式取得法人（株式発行法人）の株式を評価するに当たり、「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計
算上、そのみなし配当の金額を剰余金の配当金額に含める必要がありますか。

A．みなし配当の金額は、「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算上、剰余金の配当金額に含める必
要はありません。
この場合、「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似

業種比準価額等の計算明細書」の（2.比準要素等の金額の計算）の「⑥年配当金額」欄にみ
なし配当の金額控除後の金額を記載します。

（理由）
みなし配当の金額は、会社法上の剰余金の配当金額には該当せず、また、通常は、剰余金の

配当金額から除くこととされている、将来毎期継続することが予想できない金額に該当すると考えら
れます。

【関係法令通達】
財産評価基本通達183(1)
法人税法第24条

みなし配当がある場合

（国税庁：質疑応答事例）
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税理士法人レディング 概要

2009年、名古屋で相続専門税理士法人を設立し、富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、オーナー社長
への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。2017年9月に東京事務所開設。現在、東京税理士会麹町
支部所属。代表社員木下勇人の主な著書に、「税理士が身につけるべきコーディネート力（清文社）」「相続・事
業承継に役立つ生命保険活用術（清文社）」「ホントは怖い相続の話（ぱる出版）」がある。 2021年6月東京
事務所を四ツ谷（麹町支部へ転籍）へ移転し、同日に木村英幸税理士を代表社員として迎え入れ、つくば支店を
開設。相続・事業承継・M&Aに対応する事務所となるべく、全国の税理士先生との連携を進めてまいります。

■ 税理士法人レディング 基本データ

■東京事務所（他に名古屋事務所、つくば事務所あり）
〒102-0085 東京都千代田区六番町1-13-1 ハイツ六番町501
TEL：03-6265-4903 FAX：03-6265-4904

URL：https://www.leding.or.jp Email：info@leding.or.jp  

代表社員：木下 勇人

税理士
公認会計士
不動産鑑定士 第2次試験合格
宅地建物取引士
ファイナンシャル・プランナー 

代表社員：木村 英幸

税理士
行政書士
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